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ヴ
ァ
ロ
ワ
・
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ

　
　
　
ー
そ
の
規
定
と
運
営
1

は
じ
め
に

　
四
代
に
渡
る
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
は
中
世
後
期
の

英
・
仏
政
治
史
上
で
は
必
ず
言
及
さ
れ
る
高
位
貴
族
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
宮
廷
文
化
の
栄
華
や
芸
術
庇
護
者
と
し
て
の
卓
見
も
夙
に

名
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
行
政
・
司
法
機
構
や
財
務
機
構
の
分

析
は
通
り
一
遍
の
も
の
し
か
な
く
、
十
分
に
解
明
し
尽
く
さ
れ
て

い
る
と
は
云
い
が
た
い
。
筆
者
は
数
年
来
そ
の
財
政
、
特
に
第
三

代
フ
ィ
リ
ッ
プ
（
位
一
四
一
九
－
一
四
六
七
年
）
の
そ
れ
、
に
関

心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
収
入
面
、
支
出
面
、
い
ず
れ
の
面
か
ら
見

て
も
多
く
の
問
題
を
残
し
、
明
快
な
全
体
像
を
提
示
す
る
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
な
お
相
当
の
時
問
を
要
す
る
と
思
う
。
財
政
を
論
じ
る
と
は
、

結
局
、
当
該
集
団
の
活
動
を
定
量
的
に
把
握
す
る
試
み
で
あ
る
と

●

レノ

・
ボ
ン
の
家
政
機
関

金
　
　
尾

健
　
　
美

定
義
付
け
ら
れ
よ
う
が
、
一
般
に
そ
の
支
出
の
大
半
が
人
件
費
に

当
て
ら
れ
る
こ
と
に
は
多
言
を
要
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
長

期
的
展
望
に
た
っ
て
、
優
秀
な
人
材
を
登
用
す
る
こ
と
は
必
要
不

可
欠
で
あ
る
が
、
む
や
み
に
寛
大
さ
を
誇
示
す
れ
ぱ
不
要
な
（
す

な
わ
ち
投
資
効
果
の
低
い
）
支
出
を
徒
に
増
加
さ
せ
る
だ
け
に
な

ろ
う
。
効
率
性
を
至
上
目
的
と
す
る
現
代
の
企
業
で
な
く
と
も
、

組
織
の
抱
え
る
問
題
は
根
本
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
予
想
は
成
り
立
つ
。
し
た
が
っ
て
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

公
の
周
辺
に
参
集
す
る
人
材
を
把
握
し
、
そ
の
維
持
と
成
長
拡
大

の
コ
ス
ト
を
分
析
す
る
こ
と
は
決
し
て
好
古
的
テ
ー
マ
で
は
な
く
、

む
し
ろ
優
れ
て
現
代
的
テ
ー
マ
で
あ
る
と
信
じ
る
。

　
拙
論
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ボ
ン
の
側
近
集

団
を
定
性
的
か
つ
定
量
的
に
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
彼
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ら
は
現
代
的
意
味
で
の
高
級
官
僚
の
地
位
を
獲
得
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
家
政
機
関
の
指
導
層
と
し
て
主
君
を
補
佐
す

る
と
い
う
古
来
の
伝
統
に
則
っ
た
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
展
望
に
立
う
て
、
ま
ず
一
四
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

六
年
の
宮
内
府
規
定
令
o
a
o
…
竃
8
o
巴
．
ま
匡
を
詳
細
に
す

る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
恩
う
が
、
そ
の
際
二
つ
、
の
論
点
を
提
起

し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
第
一
は
各
部
局
に
配
置
さ
れ
る
人
員
数
と
そ

の
職
務
内
容
で
あ
る
。
第
二
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
ン
バ
ー
に
定
め

ら
れ
た
目
当
額
で
あ
る
。
こ
の
二
点
か
ら
宮
内
府
規
定
令
の
性
格

が
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
い
で
、
こ
の
宮
内
府
規
定
令
発
令
直
後
の
一
四
二
七
年
の
宮

廷
全
体
の
支
出
記
録
を
分
析
し
た
い
。
規
定
と
現
実
が
ど
の
程
度

一
致
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
乖
離
し
て
い
る
か
を
考

察
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
勤
務
形
態
の
実
情
を
詳
細
に

し
た
い
と
思
う
。
規
定
令
で
は
交
替
制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
ど
の
程
度
遵
守
さ
れ
て
い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
以
上
の
点
を
順
に
分

析
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

公
の
組
織
の
中
核
に
位
置
す
る
宮
内
府
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
当

該
組
織
経
営
全
体
を
理
解
す
る
あ
る
種
の
展
望
を
得
ら
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
（
3
）

は
な
い
か
と
思
う
。

二

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ボ
ン
勺
三
－
甘
七
①
－
①
ω
o
目
の

宮
内
府
規
定
令
に
よ
る
人
員
構
成
の
検
討

　
四
代
に
渡
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
宮
内
府
を
規
定
し
た
法
令
が
、

す
べ
て
現
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、

内
容
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
く
限
ら
れ
て
い
る
。
拙
論
は

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ボ
ン
巾
巨
＝
署
巴
Φ
ω
昌
の
治
世
に
隈
定
す

る
が
、
彼
が
シ
ャ
ロ
レ
ー
O
巨
胃
o
巨
ω
伯
で
あ
っ
た
時
期
に
は
少

な
く
と
も
三
度
、
す
な
わ
ち
一
四
〇
七
年
五
月
二
七
日
、
一
四
〇

九
年
五
月
二
七
日
、
お
よ
び
一
四
一
五
年
三
月
二
一
日
に
、
父
ジ

ャ
ン
・
サ
ン
・
プ
ー
ル
ー
①
彗
ω
彗
ω
霊
胃
に
よ
う
て
そ
の
宮
内

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

府
の
構
成
が
規
定
さ
れ
た
。

　
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
｝
o
…
o
q
o
o
q
篶
公
位
を
継
承
し

た
後
は
、
む
ろ
ん
彼
自
身
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
七
度
作
成
さ

れ
、
発
令
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
四
一
九
年
九
月
一
〇
目
か
ら
一
四
二
一
年
一
〇
月
二

目
の
間
に
最
初
の
規
定
令
が
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
は
一
四
二
一
年
の
帳
簿
の
支
払
記
事
か
ら
問
接
的
に
そ
の
存
在

を
推
定
し
う
る
に
過
ぎ
ず
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
次
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い
で
一
四
二
六
年
二
一
月
一
四
目
に
制
定
さ
れ
た
第
二
の
規
定
令

が
あ
る
。
そ
の
原
本
は
散
侠
し
た
が
同
時
代
写
本
が
二
種
現
存
し

　
　
（
6
）

て
い
る
。
第
三
の
規
定
令
は
一
空
三
年
四
月
か
ら
一
四
三
二
年

ま
で
の
問
に
制
定
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
存
在
は
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

二
〇
年
作
成
の
目
録
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
。
四
度
目
は
一
四

…
二
年
二
月
二
七
目
に
制
定
さ
れ
た
が
原
本
は
散
侠
。
同
時
代
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

本
が
一
種
の
み
現
存
し
て
い
る
。
続
い
て
一
四
三
八
年
一
月
二
一

日
、
一
四
四
九
年
四
月
九
日
、
そ
し
て
一
四
五
八
年
十
二
月
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

日
に
そ
れ
ぞ
れ
制
定
さ
れ
た
。

　
以
上
が
現
在
知
ら
れ
て
い
る
宮
内
府
規
定
令
の
史
料
状
況
で
あ

る
。
従
っ
て
実
際
に
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
の
は
、
二
度
目
の

規
定
令
（
一
四
二
六
年
に
発
令
）
と
四
度
目
の
そ
れ
（
一
四
；
二

年
）
お
よ
び
五
度
目
の
そ
れ
（
一
四
三
八
年
）
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
繰
り
返
し
発
令
さ
れ
た
規
定
令
は
、
い
ず
れ
も
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
将
来
構
想
を
提
示
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な
性
格
を
有
し
、
峯
．
勺
胃
ミ
曇
邑
に
よ
れ
ぱ
、
「
管
理

運
営
や
宮
廷
維
持
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
な
い
し
宮
廷
作
法
や
儀
典
の

プ
ロ
ト
コ
ー
ル
と
い
う
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ぱ
、
支
出
を

制
限
し
、
宮
廷
に
相
応
し
か
ら
ぬ
寄
生
者
を
遠
ざ
け
、
奉
仕
期
問
、

目
当
、
そ
し
て
給
付
を
定
め
る
と
言
う
明
白
な
目
的
を
持
っ
た
財

　
　
＾
m
）

政
文
書
L
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
財
政
緊
縮
の
た
め
の
試
算
を

公
表
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ
り
、
そ
の
計
算
根
拠
を
併
せ
て
示

し
た
会
計
文
書
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
極
め
て

妥
当
で
あ
り
、
実
際
、
一
四
二
六
年
の
規
定
令
は
、
主
た
る
部
分

は
各
部
局
の
員
数
と
そ
の
勤
務
期
間
を
定
め
た
部
分
で
あ
る
が
、

そ
の
後
に
各
人
の
日
当
を
定
め
（
後
述
）
、
あ
る
い
は
ま
た
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
■
）

ら
れ
た
員
数
を
越
え
る
従
者
の
引
率
禁
止
が
証
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
や
や
煩
雑
に
な
る
が
、
極
め
て
詳
細
な
一
四
二
六
年

　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）

二
一
月
作
成
の
規
定
令
を
検
討
し
て
み
た
い
。
上
述
の
規
定
令
の

性
格
か
ら
考
え
て
、
列
挙
さ
れ
た
職
務
と
そ
の
員
数
は
宮
廷
の
維

持
に
必
要
な
最
低
限
度
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
原

史
料
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
順
に
、
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
全
体
は
八

部
門
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
1
．
宮
内
府
全
体
の
活
動
を
指
導
す
る

部
門
（
一
か
ら
三
）
。
2
、
飲
・
食
料
の
調
達
と
調
理
及
び
給
仕

を
担
当
す
る
部
門
（
四
か
ら
九
）
。
3
．
運
搬
・
連
絡
及
ぴ
移
動
．

を
担
当
す
る
部
門
（
一
〇
と
一
一
）
。
4
．
主
君
の
身
辺
・
健
康

の
世
話
を
担
当
す
る
部
門
（
二
一
か
ら
一
五
）
。
5
．
経
理
・
書

記
担
当
部
門
（
一
六
か
ら
一
九
、
二
一
、
お
よ
び
二
八
）
。
6
．

司
祭
（
二
〇
）
。
7
．
主
君
及
び
宮
廷
全
体
の
警
護
担
当
（
二
二

645
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か
ら
二
四
、
お
よ
び
二
七
）
。
8
．
余
興
担
当
（
二
五
と
二
六
）

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
2
か
ら
4
に
か
け
て
（
四
か
ら
一
五
）
の
三

部
門
が
宮
内
府
に
委
ね
ら
れ
た
本
来
の
職
務
で
あ
る
こ
と
は
容
易

に
理
解
さ
れ
よ
う
。
実
際
、
こ
の
部
門
に
配
さ
れ
る
人
員
が
圧
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
〕

的
に
多
く
、
職
務
も
細
分
さ
れ
て
い
る
。

一
、
騎
士
侍
従
顧
問
官
O
思
く
昌
9
8
冨
①
自
胃
9
與
昌
9
二
彗

　
　
一
〇
名
。
筆
頭
は
ω
①
厨
罵
膏
ま
宛
昌
g
赤
。
以
下
ω
9
o
q
・

　
　
烏
昌
思
－
o
目
く
①
＝
9
－
o
具
α
－
目
急
ω
巴
－
o
q
目
き
＞
目
；
o
ま
Φ

　
　
ま
↓
ゴ
o
巨
o
昼
o
員
勺
ぎ
－
旨
①
『
↓
＞
目
睾
－
雪
①
け
o
⊆
さ
一
皆

　
　
－
印
⊆
o
o
⊆
『
戸
ω
9
o
q
目
⑦
一
』
『
O
Φ
O
『
o
き
U
與
＜
－
q
α
①
｝
ユ
目
一
①
一
」

　
　
（
ω
旺
o
q
罵
膏
ま
＝
o
q
ξ
）
一
丙
〇
一
與
巨
α
．
o
鼻
ぎ
鼻
9
雪
畠

　
　
忌
－
彗
8
㌣
の
九
名
で
全
員
が
常
勤
。

二
、
侍
従
o
5
8
σ
Φ
＝
彗
二
四
名
。
六
名
一
組
で
、
各
組
三
ヶ
月

　
　
（
M
）

　
　
勤
務
。
筆
頭
は
ω
9
o
目
篶
弓
急
9
ξ
。

三
、
宮
内
次
官
昌
g
ω
旨
Φ
α
．
o
ω
邑
五
名
。
そ
の
筆
頭
は
o
巨
・

　
　
－
彗
昌
⑭
o
巨
｝
o
訂
で
常
勤
。
他
四
名
は
U
彗
巨
ま
．
零
一
・

　
　
∋
g
（
ω
9
o
q
冨
昌
忌
｝
目
目
σ
胃
o
o
…
↓
）
こ
g
｛
g
ま
5

　
≦
①
～
；
①
（
ω
9
o
q
篶
…
思
z
o
弓
彗
）
一
－
｝
印
目
箒
｝
冨
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帖
）

　
竃
巨
こ
｝
昌
ま
o
…
－
昌
o
で
、
各
々
三
ヶ
月
勤
務
。
従

　
　
っ
て
常
時
二
名
が
勤
務
。

四
、
パ
ン
焼
き
役
o
彗
罵
巨
撃
一
四
名
。
う
ち
巾
鶉
訂
ユ

　
　
O
．
O
お
と
』
9
彗
急
竃
易
…
鶉
両
名
は
各
々
六
ヶ
月
勤
務
。

　
　
他
二
一
名
は
三
名
一
組
で
各
組
三
ヶ
月
勤
務
。
さ
ら
に

　
．
バ
ン
焼
き
局
の
酒
保
役
ω
o
昌
昌
2
雪
と
し
て
二
名
。

五
、
酌
役
①
g
彗
o
o
目
一
四
名
。
う
ち
Ω
＝
昌
彗
目
①
思
≦
－

　
　
○
ブ
①
｝
と
■
o
壱
思
O
巨
巨
①
昌
彗
一
①
両
名
は
六
ヶ
月
勤
務
。

　
　
他
＝
一
名
は
三
名
一
組
で
各
組
三
ヶ
月
勤
務
。
さ
ら
に
、

　
．
酒
保
役
ω
o
ヨ
昌
竺
彗
四
名
（
二
名
一
組
）
。
櫃
番
σ
q
彗
思

　
　
巨
9
鶉
　
樽
番
巨
昌
≡
庁
『
　
補
佐
帥
氏
①
各
二
名
。

六
、
肉
切
り
役
霧
昌
益
二
H
彗
9
φ
旦
＝
二
名
。
う
㌢
筆
頭
雰
7

　
　
苛
昌
α
昌
は
通
年
勤
務
。
他
一
二
名
は
三
名
一
組
、
各
組

　
　
三
ヶ
月
勤
務
。

七
、
従
僕
竃
匡
竃
；
彗
ニ
ハ
名
。
三
名
一
組
の
交
替
制
。

八
、
大
膳
役
ε
邑
邑
彗
四
名
。
o
o
｝
∋
昌
只
雪
ぎ
く
①
他
。
各

　
　
人
三
ヶ
月
勤
務
。
さ
ら
に
、

　
．
調
理
係
ε
ε
x
四
名
。
二
名
一
組
の
交
替
制
。

　
．
ロ
ー
ス
ト
係
麸
ω
8
昌
ポ
タ
ー
ジ
ュ
係
O
o
訂
O
q
討
『
ポ
タ

　
　
ー
ジ
ュ
補
助
ミ
忌
ω
α
Φ
君
訂
好
窃
　
大
膳
役
見
習
い
彗
一

　
旺
鼻
ま
8
邑
罵
　
薪
係
g
ω
o
～
胃
　
各
々
二
名
（
交
替
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制
）
。

　
・
厨
房
護
衛
役
℃
O
『
弍
胃
ま
ε
匡
篶
一
名
。

　
・
運
搬
係
o
o
『
蒜
胃
お
よ
び
雑
用
係
①
q
巴
o
旦
目
各
二
名
（
い

　
　
ず
れ
も
指
名
さ
れ
ず
）
。

　
・
ソ
ー
ス
係
ω
彗
邑
雪
　
お
よ
び
補
助
く
胃
一
9
箒
ω
警
器
①
．

　
　
ま
　
各
々
二
名
（
交
替
制
）
。

　
・
大
鍋
番
く
彗
－
g
忌
g
彗
邑
雪
①
二
名
（
い
ず
れ
も
指
名
さ

　
　
れ
ず
）
。

九
・
果
物
役
宇
巨
ま
H
二
名
。
－
①
竃
ρ
．
＞
昌
彗
一
と
o
巨
＝
①
目
チ

　
　
旨
｝
o
赤
他
に

　
・
果
物
役
付
く
彗
一
g
箒
才
巨
o
8
ユ
①
一
名
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

　
・
運
搬
役
ω
o
ヨ
ヨ
竺
害
一
名
。
灯
明
持
ち
く
胃
季
o
巨
↓
雪
．

　
　
α
墨
一
鶉
8
『
9
霧
一
名
（
指
名
さ
れ
ず
）
。

一
〇
、
馬
寮
窪
ε
ま
の
従
騎
士
霧
o
ξ
實
一
四
名
。
う
ち
二
名

　
　
は
＝
百
o
q
罵
目
ぎ
旨
望
Φ
（
上
半
期
）
お
よ
び
＞
コ
ま
o
ま
①

　
　
箒
＜
旨
胃
ω
（
下
半
期
）
。
他
一
二
名
は
三
人
一
組
、
各
組

　
　
三
ヶ
月
勤
務
。

　
・
馬
係
君
一
g
冨
邑
胃
四
名
。
Ω
巨
目
①
目
g
忌
句
o
葦
巴
篶
ω

　
　
他
。

　
・
騎
馬
通
達
吏
9
竃
彗
g
①
…
二
名
（
交
替
制
）
。
－
g
竃

Z
o
9
と
O
巨
＝
Φ
昌
巨
Z
彗
8
目
　
他
一
二
名
（
交
替
制
で

常
時
四
名
）

・
鍛
冶
係
冒
胃
窃
o
ぎ
＝
一
名
（
交
替
制
）
お
よ
び
鍛
冶
付
く
胃
－

一
g
箒
｛
o
『
o
q
①
一
名
。

・
徒
歩
従
者
く
胃
巨
箒
旦
心
一
名
。
近
習
君
一
〇
q
①
数
名
。

・
秣
係
σ
o
↓
匡
彗
H
一
名
。
お
よ
び
家
畜
小
屋
付
轟
二
g
ρ
．
鶉
．

訂
巨
①
一
名
。

・
部
隊
馬
係
く
胃
一
9
宗
ω
9
雲
昌
×
旨
8
『
湯
四
名
。
お

よ
び
軍
馬
付
く
胃
一
g
思
ま
ω
ま
①
易
二
名
。

・
武
器
係
胃
目
ε
ユ
艘
お
よ
び
武
器
車
付
巴
ま
昌
o
訂
ユ
o
↓

ρ
．
胃
昌
Φ
昌
窃
各
一
名
。

・
軸
重
役
O
ぎ
8
尉
二
名
。
お
よ
び
二
輸
荷
車
係
O
事
『
冨
ゴ
雪

　
一
名
。

・
運
搬
係
ω
o
昌
∋
宥
『
一
〇
名
。
お
よ
び
運
搬
係
付
き
二
9

ま
ω
o
∋
昌
τ
冨
五
名
。

一
、
先
遣
役
片
o
昌
ユ
胃
二
各
（
交
替
制
）
。
Ω
⊆
自
彗
昌
①
急

Ω
O
…
2
…
①
と
雲
9
彗
二
①
O
竺
O
オ
。

・
先
遣
役
補
助
巴
ま
ま
h
o
冒
ユ
雪
①
二
名
（
交
替
制
）
お
よ

　
び
先
遣
役
付
く
彗
一
g
ま
↓
o
冒
冨
ユ
①
一
名
。

・
水
係
ω
①
ユ
α
巴
．
8
篶
一
名
。
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＝
一
、
小
問
使
く
巴
g
思
o
憲
昌
9
①
筆
頭
二
名
（
交
替
制
）
。

　
ζ
O
昌
O
↓
竃
S
ま
｛
O
ぎ
O
q
な
い
し
そ
の
子
息
、
お
よ
び

　
＞
ま
〇
一
z
o
暑
①
　
そ
の
他
、
任
意
（
勤
務
期
の
規
定
な
し
、

　
常
時
三
名
）
。
さ
ら
に
、

　
・
宝
飾
品
係
o
q
弩
ま
急
二
〇
｝
彗
気
　
運
搬
係
8
昌
昌
豊
雪

　
忌
8
｛
ω
各
一
名
。

　
　
　
　
　
　
（
H
〕

　
・
髭
係
σ
胃
巨
胃
二
名
（
交
替
制
）
。
…
巴
ω
9
①
雲
g
胃
↓
お

　
よ
び
…
巴
ω
弐
①
』
｝
彗
な
い
し
そ
の
子
息
。

　
・
仕
立
て
係
邑
二
Φ
貢
註
『
o
げ
窃
　
毛
皮
係
｛
o
昌
彗
『
各
一

　
名
。

　
・
綴
れ
織
・
装
飾
係
s
q
鶴
－
撃
g
o
q
彗
ま
箒
5
↓
凹
旦
ω
窒
ユ
①

　
補
助
與
己
①
ρ
．
一
8
自
①
冨
旦
窒
①
ユ
①
　
各
一
名
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
・
靴
係
8
a
o
竃
昌
宥
H
　
（
？
）
寝
す
9
①
　
各
一
名
。

　
・
衣
装
係
付
く
彗
一
g
箒
D
q
彗
ま
H
o
g
　
お
よ
び
補
助
巴
宗

　
忌
∫
o
q
彗
監
『
o
悪
各
一
名
。

二
二
、
菓
子
役
鶉
亘
9
鶉
お
よ
び
薬
師
岩
o
ま
巴
篶
二
名
（
兼

　
任
で
交
替
制
）
。
P
一
9
旨
0
9
胃
と
旨
8
↓
ζ
一
〇
三
9
。

一
四
、
医
師
o
巨
；
『
σ
q
一
彗
一
名
。
虫
竃
q
思
箏
o
＜
窃
。

一
五
、
聴
罪
司
祭
8
幸
鶉
竃
；
一
名
。
ζ
o
冨
旺
o
q
篶
昌
急
｝
Φ
↓
・

　
巨
需
昌
。

ニ
ハ
、
宮
内
府
支
出
担
当
官
o
q
昌
く
①
；
①
昌
宗
す
箒
名
8
ω
①

　
α
仁
畠
↓
ゴ
o
g
9
一
名
。
Ω
⊆
｝
o
巨
＝
〕
彗
一
。

一
七
、
宮
内
財
務
次
官
昌
巴
g
轟
箒
置
o
冨
昌
耳
①
警
〆
U
8
一

　
庁
易
。
当
該
部
局
は
廃
棄
に
つ
き
欠
員
。

一
八
、
監
査
役
8
葦
8
＝
①
胃
一
名
。
－
｝
彗
＞
σ
o
昌
g
昌
二
①

　
o
8
へ

一
九
、
喜
捨
ま
と
め
役
旦
巴
ω
彗
8
昌
昌
o
旨
宥
H
　
お
よ
び
補
助

　
8
亭
ω
害
目
o
旨
庁
『
各
一
名
。

二
〇
、
宮
内
次
官
付
司
祭
9
ε
①
旨
弐
急
ω
昌
巴
ω
旨
①
ω
ρ
．
o
ω
置

　
　
一
名
。
お
よ
ぴ
、

　
・
礼
拝
堂
付
〇
一
實
O
ω
箒
O
霊
署
①
＝
①
二
名
。

二
一
、
記
録
役
〇
一
2
0
α
．
O
雪
O
①
四
名
（
三
ヶ
月
勤
務
の
交
替

　
制
）
。
順
に
Ω
巨
＝
①
昌
ぎ
ヨ
o
戸
身
昌
o
昌
①
二
①
3
…
邑
①
『
一

　
－
筈
竃
霊
葛
最
後
に
9
8
g
雲
箒
一
。

二
二
、
武
装
門
衛
役
＝
巨
窃
－
g
α
．
彗
∋
鶉
八
名
（
三
ヶ
月
勤
務

　
　
の
交
替
制
）
。

　
・
衛
兵
ω
Φ
お
g
け
o
．
彗
昌
鶉
二
名
（
交
替
制
）
。
＝
①
昌
8
巨
目

　
　
－
⑦
O
帥
昌
易
と
葭
①
目
目
①
ρ
巨
目
O
①
｝
冨
巨
目
。

≡
二
、
室
内
警
護
役
ゴ
9
色
雪
彗
竃
＝
①
二
名
（
交
替
制
）
。

二
四
、
門
衛
り
〇
三
雪
一
名
。
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二
五
、
痢
帆
手
言
O
昌
葛
ヰ
①
五
名
。
O
～
委
o
鶉
他
。
吟
唱
詩

　
　
人
昌
昌
Φ
ω
三
實
五
名
。
O
印
昌
9
他
。

　
・
道
化
師
｛
o
＝
一
名
（
指
名
さ
れ
ず
）
。

二
六
、
鷹
匠
｝
婁
8
昌
庁
ユ
ニ
名
。
－
o
壱
ω
巴
彗
一
他
。
鷹
匠
付

　
　
き
く
彗
蚕
箒
｛
彗
8
冨
五
名
。
さ
ら
に
、

　
・
大
鷹
匠
o
ω
ぎ
9
S
二
名
。
』
9
彗
Ω
彗
×
お
よ
び
＝
員
；

　
　
匝
①
U
3
ω
ω
呉
①
。

　
・
狩
猟
付
き
く
曽
匡
忌
ユ
三
鶉
①
三
名
（
指
名
さ
れ
ず
）
。

二
七
、
警
避
役
胃
O
巨
胃
二
一
名
。
－
彗
彗
O
．
＞
ユ
O
q
箏
｝
他
。

二
八
、
書
記
役
器
o
冨
3
ζ
①
七
名
。
－
g
昌
ま
Ω
彗
o
他
。

　
以
上
の
八
部
門
、
二
十
八
部
局
に
登
録
さ
れ
た
総
人
員
数
は
三

〇
〇
名
に
上
る
。
が
、
そ
の
う
ち
幾
つ
か
の
部
局
で
は
交
替
制
が

明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
が
規
定
通
り
に
実
施
さ
れ
た
と
す

れ
ば
、
実
働
人
数
は
一
九
二
名
に
な
る
。
た
だ
し
こ
れ
に
は
各
人

が
従
え
る
従
僕
は
合
ん
で
い
な
い
。
例
え
ば
騎
⊥
⊥
侍
従
顧
問
官
は

バ
ナ
レ
ッ
ト
で
あ
れ
ぱ
六
名
、
そ
れ
以
外
は
四
名
の
従
僕
を
従
え

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
パ
ン
焼
き
役
も
二
名
の
従
僕
を
従

え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
お
仕
着
せ
か
日
当
が
支
給
さ
れ
る
と
明
記
さ
れ

る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
人
々
ま
で
も
す
べ
て
数
え
上
げ
て
い
け
ば
、

こ
の
規
定
令
の
条
項
を
遵
守
し
た
と
し
て
も
常
時
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ

公
の
周
辺
で
「
働
く
」
者
は
二
百
数
十
名
に
達
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。　

第
一
部
門
、
す
な
わ
ち
宮
内
府
全
体
を
指
導
す
る
メ
ン
バ
ー
は
、

併
記
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
多
く
が
諮
問
官
も
兼
任
す
る
。
し
か
し

第
一
、
第
二
部
局
と
第
三
部
局
は
明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
。
第

三
部
局
の
ζ
巴
弓
①
α
．
；
巨
す
な
わ
ち
竃
ど
昌
U
o
8
冨
は
宮

内
次
官
と
訳
出
し
た
が
、
こ
こ
に
登
録
さ
れ
る
五
名
こ
そ
が
宮
内

府
全
体
の
活
動
を
直
接
に
管
理
監
督
す
る
職
で
あ
る
こ
と
は
容
易

に
理
解
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
際
上
二
名
（
常
勤
一
名
と
交
替
勤

務
一
名
）
で
二
百
名
を
超
え
る
ス
タ
ッ
フ
を
管
理
監
督
す
る
こ
と

は
相
当
の
負
担
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

　
第
二
部
門
は
こ
の
宮
内
府
の
中
心
で
あ
り
、
ま
た
本
来
の
役
割

を
果
た
す
部
門
で
あ
る
。
つ
ま
り
飲
・
食
料
の
調
達
と
調
理
、
及

び
そ
の
給
仕
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
員
数
も

多
い
。
登
録
員
数
は
九
三
名
（
＝
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
実
労
働
四

七
名
（
二
五
バ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
続
く
人
員
を
擁
す
る
の
が
第
三
部
門
で
あ
る
。
宮
廷
全

体
が
移
動
す
る
際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
部
門
で
あ
り
、
菅
力

だ
け
で
な
く
機
転
を
も
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
登
録
員
数
は
七
六
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名
で
全
体
の
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
が
、
実
労
働
人
数
は
五
二

名
（
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
、
第
二
部
門
を
上
回
る
。

　
第
四
部
門
は
人
数
は
少
な
く
と
も
、
主
君
（
宮
廷
の
主
催
者
）

の
身
辺
を
世
話
す
る
が
ゆ
え
に
重
視
さ
れ
て
い
る
の
か
、
他
の
部

門
に
比
べ
て
常
勤
が
多
い
。

　
交
替
制
が
少
な
く
、
常
勤
が
多
い
と
い
う
点
で
は
第
五
部
門
も

同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
宮
内
府
の
実
務
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
で
あ

り
、
い
わ
ば
専
門
職
で
占
め
ら
れ
る
部
門
で
あ
る
。
特
に
第
二
八

部
局
（
こ
の
長
い
リ
ス
ト
の
最
後
）
の
書
記
役
は
七
名
と
比
較
的

多
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
全
員
が
常
勤
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
宮
内
府
に
勤
務
す
る
す
べ
て
の
人
員
の
手
当
て
が
詳
細

に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
明
確
に
規
定
さ
れ
る
の
は
従
者

も
合
め
て
食
事
が
供
さ
れ
る
か
否
か
で
あ
っ
て
、
金
銭
の
支
給
が

明
示
さ
れ
る
の
は
、
バ
ナ
レ
ッ
ト
騎
士
侍
従
顧
問
官
が
月
額
五
〇

フ
ラ
ン
で
、
そ
れ
以
外
の
侍
従
官
は
月
額
四
〇
フ
ラ
ン
。
宮
内
次

官
は
四
半
期
に
八
O
フ
ラ
ン
。
以
上
が
高
額
給
与
所
得
者
で
あ
る
。

　
そ
れ
以
外
で
は
、
酌
役
、
パ
ン
焼
き
役
、
馬
寮
の
従
騎
士
に
、

各
々
四
半
期
に
五
〇
フ
ラ
ン
。
肉
切
り
役
筆
頭
に
年
額
一
〇
〇
フ

ラ
ン
。
と
な
っ
て
い
る
が
、
次
い
で
明
記
さ
れ
る
の
は
聴
罪
司
祭

で
あ
り
、
彼
に
は
年
額
一
五
〇
フ
ラ
ン
。
特
殊
技
能
の
持
ち
主
た

る
医
師
に
は
年
額
八
○
フ
ラ
ン
。
吟
唱
詩
人
と
蜘
帆
手
に
は
年
額

二
一
〇
フ
ラ
ン
、
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
の
者
た
ち

へ
の
支
給
額
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
記
載
分
に
人
数

を
掛
け
合
わ
せ
て
合
計
す
る
と
、
年
額
二
二
四
五
〇
フ
ラ
ン
（
つ

ま
り
一
〇
七
六
〇
リ
ヴ
ー
ル
・
パ
リ
ジ
）
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
高
額
手
当
を
明
記
し
た
後
に
「
・
－
…
以
上
に
述
べ

た
わ
が
君
の
宮
内
府
支
出
と
特
別
支
出
、
即
ち
、
喜
捨
・
慈
善
、

わ
が
君
、
な
ら
び
に
そ
の
従
者
の
被
り
物
・
衣
服
の
仕
立
、
馬
、

宝
飾
、
麻
布
、
現
金
な
ら
ぴ
に
馬
の
贈
答
、
金
糸
・
銀
糸
の
毛
織

地
、
絹
地
、
渉
外
・
外
交
、
通
信
連
絡
、
そ
の
他
特
別
か
つ
必
要

な
あ
ら
ゆ
る
支
出
、
を
充
た
す
に
は
、
四
〇
フ
ラ
ン
ド
ル
・
グ
ロ

の
エ
キ
ュ
貨
に
て
、
月
に
総
額
六
四
〇
〇
エ
キ
ュ
、
即
ち
、
上
述

宮
内
府
の
支
出
に
三
二
〇
〇
、
上
述
特
別
支
出
に
三
二
〇
〇
、
で

　
　
　
　
　
（
1
9
）

十
分
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
う
結
論
が
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
年
額

に
直
せ
ば
七
六
八
O
O
エ
キ
ュ
の
支
出
見
込
み
で
あ
る
。

　
こ
の
宮
内
府
の
通
常
年
支
出
見
込
み
三
八
四
〇
〇
エ
キ
ュ
の
う

ち
、
上
記
の
高
額
手
当
が
一
〇
七
六
〇
リ
ヴ
ー
ル
・
パ
リ
ジ
（
“

エ
キ
ュ
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
（
四
分
の
一
強
、
二
八
バ
ー
セ

ン
ト
に
相
当
）
を
差
し
引
く
と
、
残
額
は
二
七
六
四
〇
エ
キ
ュ
に

な
る
。
こ
れ
を
す
べ
て
食
費
に
当
て
た
と
す
れ
ぱ
、
常
時
二
五
〇
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名
と
し
て
一
人
当
た
り
一
一
〇
・
五
六
エ
キ
ュ

た
り
六
ス
ー
を
や
や
上
回
る
額
で
し
か
な
い
。

候
す
る
人
々
の
食
費
な
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
宮
内
府
運
営
の
現
実

、
つ
ま
り
一
日
あ

こ
れ
が
宮
廷
に
伺

　
そ
こ
で
、
こ
の
支
出
抑
制
プ
ラ
ン
が
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
た
の

か
、
角
度
を
変
え
て
検
証
し
て
み
た
い
。
本
来
な
ら
ば
宮
内
財
務

部
収
支
勘
定
簿
を
史
料
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
上
述
規
定
令
の

ニ
ハ
及
ぴ
一
七
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
、
宮
内

府
の
財
務
部
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
代
替
と
し
て
、

事
実
上
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
家
政
の
支
出
を
記
録
し
た
帳
簿
と
見
な

し
う
る
総
財
務
収
支
勘
定
簿
O
O
昌
冥
霧
宗
カ
8
⑦
茸
窃
O
雪
Φ
．

s
－
鶉
註
↓
o
鼻
①
己
①
ω
ヨ
冨
目
8
ω
を
定
量
的
に
分
析
す
る
こ
と

と
し
た
い
。
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
財
務
勘
定
を
担
当
す
る
責
任
者

は
総
財
務
収
支
勘
定
官
宛
8
2
①
昌
O
q
9
写
巴
詩
↓
9
一
①
巳
ω
ω

ヨ
冨
；
鶉
と
呼
ば
れ
る
が
、
一
四
一
九
年
一
〇
月
か
ら
一
四
二

八
年
末
ま
で
、
十
年
に
渡
っ
て
こ
の
職
に
就
い
た
の
は
ギ
ィ
．
ギ

ル
ボ
i
Ω
仁
く
9
』
…
U
雪
』
↓
で
あ
っ
た
。

　
一
四
二
八
年
二
一
月
二
二
日
付
の
辞
令
に
よ
り
ギ
ィ
．
ギ
ル
ボ

ー
は
「
通
常
支
出
お
よ
び
特
別
支
出
統
括
官
O
昌
邑
＝
睾
9

o
q
o
…
雪
罵
ξ
・
昨
彗
胃
巴
忌
一
凹
忌
名
彗
ω
①
ω
昌
堅
冨
一
冨
⑦
一
婁
．

旨
8
a
一
墨
マ
O
L
に
任
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
わ
ざ
わ
ざ
彼
の
た
め

に
新
設
さ
れ
た
職
で
あ
る
。
そ
の
辞
令
の
中
に
「
過
去
二
年
ほ
ど
、

我
ら
の
通
常
並
ぴ
に
特
別
の
支
出
を
い
か
に
し
て
。
も
抑
制
せ
ん
と

欲
し
、
既
に
数
通
の
勅
書
を
発
し
、
ま
た
我
ら
の
親
愛
な
る
ギ

ィ
・
ギ
ル
ボ
ー
一
人
を
我
ら
の
通
常
か
つ
特
別
の
支
出
の
総
監
督

官
に
任
ず
。
こ
の
者
、
長
き
に
わ
た
り
我
ら
の
総
財
務
収
支
勘
定

官
を
勤
め
、
ま
た
我
が
父
の
代
よ
り
財
務
に
専
心
し
、
そ
の
職
務

の
履
行
に
お
い
て
多
大
に
貢
献
せ
り
。
し
か
る
に
日
々
そ
の
重
大

に
し
て
、
か
つ
終
わ
り
な
き
勤
め
に
追
わ
れ
、
ま
さ
に
そ
れ
が
た

め
に
未
だ
自
己
勘
定
す
べ
て
を
終
え
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
爾
後
、

我
ら
の
支
出
の
請
負
と
裁
量
を
続
け
る
に
僅
か
な
り
と
も
誰
か
支

え
る
者
な
け
れ
ば
、
つ
い
に
勘
定
を
終
え
る
こ
と
な
か
ら
ん
。
か

く
し
て
こ
の
者
、
緊
急
に
請
い
願
い
て
日
く
、
我
ら
の
支
出
業
務

が
遅
滞
な
く
運
行
さ
る
る
ぺ
く
、
そ
の
指
図
を
怠
る
こ
と
な
き
よ

う
、
あ
る
い
は
過
つ
こ
と
な
き
よ
う
、
ま
ず
は
自
ら
の
勘
定
を
全

う
し
た
し
と
。
ま
た
卑
し
か
ら
ぬ
人
物
に
命
じ
て
本
職
務
を
委
ね
、

速
や
か
に
履
行
さ
す
べ
し
と
。
周
知
の
ご
と
く
、
我
ら
の
支
出
は

日
に
日
に
増
大
、
多
様
の
一
途
を
辿
り
、
も
や
は
そ
の
裁
量
は
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

人
の
手
に
負
え
ず
…
－
」
と
あ
る
。
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こ
の
辞
令
の
文
面
は
、
一
方
で
は
我
々
が
理
解
し
て
い
る
宮
内

府
規
定
令
の
制
定
目
的
を
追
認
す
る
と
言
え
る
し
、
他
方
で
は
、

規
定
令
が
何
度
も
制
定
・
発
令
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
想

像
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
目
的
が
十
全
に
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

三
－
一
　
宮
内
府
支
出
の
分
析

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
ギ
ル
ボ
ー
が
残
し
た
十
年
分
の
帳
簿
は
す
べ
て
現
存
し
て
い
る
。

そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
歳
出
額
は
九
万
か
ら
二
五
万
リ
ー
ヴ
ル
と
、

年
に
よ
っ
て
相
当
の
格
差
が
あ
る
。
一
応
、
単
純
年
平
均
を
算
出

す
る
と
一
七
万
リ
ー
ヴ
ル
と
い
う
数
値
を
得
る
が
、
こ
の
数
値
を

先
の
規
定
令
の
数
値
七
六
八
O
○
リ
ー
ヴ
ル
と
比
較
し
て
、
規
定

令
は
支
出
を
半
分
以
下
に
抑
制
し
よ
う
と
企
て
た
と
論
じ
る
の
は

些
か
早
計
の
誘
り
を
免
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
上
記
の
宮
内
府
規
定
令
発
令
直
後
の
実
態
を
知
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醜
）

め
に
、
一
四
二
七
年
の
帳
簿
を
採
り
上
げ
て
分
析
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
〕

ま
ず
全
体
と
し
て
、
こ
の
年
の
年
問
総
収
入
は
九
万
リ
ー
ヴ
ル
で

あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
年
問
総
支
出
は
一
一
万
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
っ

た
（
単
純
月
平
均
は
九
一
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
）
。
よ
っ
て
当
期
収
支

は
二
万
リ
ー
ヴ
ル
の
支
出
超
過
で
あ
る
。
と
も
か
く
こ
の
年
は
例

年
に
な
く
収
支
と
も
に
縮
小
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
規
定
令
が

示
す
額
に
は
遠
く
及
ぱ
な
い
。
支
出
一
一
万
リ
ー
ヴ
ル
の
内
訳
は

通
常
支
出
が
六
万
リ
ー
ヴ
ル
（
単
純
月
平
均
、
四
九
〇
〇
リ
ー
ヴ

ル
）
、
特
別
支
出
が
五
万
リ
ー
ヴ
ル
（
単
純
月
平
均
、
四
二
〇
〇

リ
ー
ヴ
ル
）
で
あ
る
。

　
も
う
少
し
帳
簿
の
内
容
を
詳
綱
に
し
て
み
た
い
。
帳
簿
の
前
半

部
は
収
入
の
部
に
当
て
ら
れ
、
各
領
邦
の
勘
定
官
か
ら
の
振
替
額

を
順
に
記
載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
帳
簿
の
大
半
を
占
め
る

後
半
の
支
出
の
部
は
、
、
ま
ず
通
常
支
出
と
特
別
支
出
に
大
別
さ
れ
、

特
別
支
出
は
さ
ら
に
科
目
に
応
じ
て
、
通
信
連
絡
、
出
張
・
渉
外
、

喜
捨
・
慈
善
、
絹
・
毛
織
地
の
購
入
、
馬
の
購
入
、
の
五
章
に
分

け
ら
れ
る
。
通
常
支
出
は
毎
日
の
支
払
い
を
、
特
別
支
出
は
日
を

追
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
丹
念
に
記
録
し
て
い
る
し
、
月
末
締
め
も
怠

り
な
く
記
載
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
各
月
の
小
計
を
求
め
る
こ

と
が
容
易
で
あ
り
、
そ
れ
を
ま
と
め
れ
ば
左
表
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
瞥
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
通
常
支
出
、
特
別
支
出
、
い
ず

れ
も
六
月
分
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
六
月
八
同
の
聖
霊
降
臨

祭
の
前
後
十
一
目
間
に
わ
た
り
、
フ
ラ
ン
ス
摂
政
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー

ド
思
睾
o
a
公
夫
妻
が
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
宮
廷
に
滞
在
し
、
そ
の

間
の
通
常
支
出
が
七
千
七
百
リ
ー
ヴ
ル
を
超
え
る
こ
と
が
主
た
る
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表1Bourgogne公総財務勘定官Guy　Guilbaut第9会計（1427年）

通 常 支 出 特 別 支 出 合 計

（四半期計） （四半期計） （四半期計）
1月 4，955．77 1，465．73 6，421．50

2月 3，658．45 1，215．98 4，874．43

3月 4，065．28 （12，679．50） 3，946I29 （6，628，00） 8，01工．57 （19，307－50）

4月 5，231．20 2，224．13 7，455．33

5月 3，619．68 4，665．60 8，285．28

6月 1O，362．93 （19，213．81） 14，648．32 （21，538－05） 25，O11．25 （40，751．86）

7月 4，154．60 3，339．89 7，494．49

8月 5，692．85 6，522．84 12，215．69

9月 4，986．78 （14，834．23） 5，666．31 （15，529．04） 1O，653，09 （30，363．27）

1O月 3，745．62 1，04．O．43 4，786．05

11月 3，878．25 1，720，93 5，599．18

12月 4，936．24 （12，560．11） 4，123．26 （6，884．62） 9，059．50 （19，444．73）

合　計 59，287．65 50，579．71 109，867．36

月平均 4，940．64 4，214．98 9，155．61

・当期の支出総額は，上記支出合計額1109，867．36£にその他の支出額1222．60£

を加えた11O，089．93£となる．

なお実際の帳簿記載額はやや誤差があり，

収入合計1　89，936．05£

通常支出合計1

特別支出合計：

その他：

支出総額：

損益：

59，287．60

50，579．65

　222．60

11O，089．85

一20，153．80
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原
因
で
あ
る
。
そ
こ
で
六
月
の
支
出
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と

見
な
す
な
ら
、
通
常
支
出
の
部
で
は
最
大
は
八
月
の
約
五
千
七
百

リ
ー
ヴ
ル
で
、
最
低
は
二
月
と
五
月
の
三
千
六
百
リ
ー
ヴ
ル
超
で

あ
る
か
ら
、
か
な
り
安
定
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
残
り

十
一
ヶ
月
の
平
均
を
取
っ
て
み
る
と
、
通
常
支
出
は
月
に
四
千
五

百
リ
ー
ヴ
ル
に
な
る
。

　
特
別
支
出
も
や
は
り
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
公
夫
妻
の
滞
在
に
関
連

す
る
費
用
な
の
か
、
六
月
分
が
膨
張
し
て
い
る
。
強
い
て
目
立
つ

支
出
を
挙
げ
れ
ば
、
当
月
、
公
は
「
ル
ビ
ー
二
十
粒
、
大
粒
の
真

珠
九
十
粒
を
あ
し
ら
っ
た
豪
華
な
金
細
工
を
一
品
、
ブ
リ
ュ
ー
ジ

ュ
の
細
工
師
ジ
ャ
ナ
ン
・
パ
ン
タ
ン
か
ら
二
云
○
リ
ー
ヴ
ル
で

（
別
）

購
入
」
し
て
い
る
。
が
、
他
に
は
三
月
の
旅
費
・
渉
外
支
出
が
一

七
一
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
四
月
の
そ
れ
が
六
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
と
い
う

額
が
目
に
付
く
程
度
で
、
そ
れ
以
外
に
は
格
別
目
立
っ
た
出
費
は

な
い
。
従
っ
て
こ
の
六
月
を
除
外
す
れ
ば
、
特
別
支
出
と
い
う
変

動
幅
が
大
き
い
科
目
に
も
拘
わ
ら
ず
、
実
際
の
支
払
い
は
比
較
的

安
定
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
六
月
を
除
い
た
十
一
ヶ
月

の
単
純
月
平
均
支
出
を
求
め
る
と
、
三
二
七
〇
リ
ー
ヴ
ル
で
あ
る
。

従
っ
て
、
通
常
支
出
と
特
別
支
出
の
合
計
は
毎
月
七
七
七
〇
リ
ー

ヴ
ル
と
な
り
、
六
月
を
合
め
た
通
年
の
月
平
均
よ
り
も
毎
月
二
〇

O
O
リ
ー
ヴ
ル
近
く
少
な
い
額
と
な
る
。
た
だ
し
、
賓
客
ベ
ッ
ド

フ
ォ
ー
ド
公
夫
妻
の
接
待
と
そ
れ
に
伴
う
支
出
が
宮
廷
活
動
と
し

て
「
例
外
的
」
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
、
か
は
検
討
す
べ

き
問
題
と
し
て
残
る
。

　
こ
の
会
計
記
録
は
月
ご
と
に
纏
め
て
い
る
が
、
支
払
い
の
ず
れ

も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
も
う
少
し
長
い
期
間
を
と
っ
て
比
較
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
）

方
が
こ
の
会
計
主
体
の
性
格
を
見
る
に
適
当
か
も
し
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
四
半
期
ご
と
の
合
計
を
求
め
て
み
る
。
す
る
と
明
ら
か
に

夏
季
と
冬
季
と
で
は
支
出
に
差
が
出
る
。
特
に
特
別
支
出
の
季
節

差
は
顕
著
で
、
夏
季
は
冬
季
の
倍
に
な
る
。
支
出
と
は
活
動
の
定

量
的
表
現
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
夏
季
の
宮
廷
活
動
は

非
常
に
活
発
で
あ
る
が
、
冬
季
の
そ
れ
は
極
端
に
萎
縮
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
こ
の
数
値
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
世
界
に
対
す
る
我
々
の

一
般
的
認
識
（
高
緯
度
の
た
め
に
夏
季
と
冬
季
と
で
は
日
照
時
間

差
と
温
度
差
が
顕
著
）
と
よ
く
一
致
す
る
。
そ
こ
で
、
人
間
が
そ

の
活
動
を
極
端
に
萎
縮
さ
せ
る
冬
季
の
支
出
額
が
当
該
集
団
の
生

存
の
た
め
の
最
低
消
費
水
準
を
示
唆
す
る
と
考
え
て
、
第
一
・
四

半
期
（
一
－
三
月
）
と
第
四
・
四
半
期
（
十
－
十
二
月
）
の
六
ヶ

月
の
平
均
を
算
出
す
る
と
、
通
常
支
出
は
四
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
と

な
り
、
特
別
支
出
は
二
二
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
、
合
計
六
四
〇
〇
リ
ー
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ヴ
ル
と
な
る
。
無
論
、
こ
れ
は
帳
簿
の
一
つ
の
解
釈
で
は
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
に
分
析
す
れ
ぱ
、
一
四
二
六
年
の
宮
内
府
規
定
令
の
試

算
（
月
平
均
六
四
〇
〇
リ
ー
ヴ
ル
）
は
決
し
て
無
謀
と
は
言
え
ず
、

お
そ
ら
く
経
験
的
に
割
り
出
し
た
必
要
最
小
額
を
示
し
た
も
の
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
結
果
と
し
て
実
際
の
支
出
額
が
規
定
令
の
言
わ
ぱ

「
最
低
」
見
積
も
り
額
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
既
述
の
ベ
ッ
ド

フ
ォ
ー
ド
公
夫
妻
に
対
す
る
相
応
の
接
待
の
問
題
が
あ
る
。
ま
っ

た
く
余
裕
の
な
い
見
積
り
額
な
ど
お
よ
そ
非
現
実
的
で
あ
る
。
が
、

そ
れ
以
外
の
要
因
も
合
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
例
を
挙

げ
れ
ぱ
、
一
月
特
別
支
出
の
中
に
「
わ
が
君
の
侍
従
顧
問
官
、

U
①
9
ξ
殿
に
、
先
般
の
勅
書
（
複
数
）
に
よ
り
彼
に
定
め
ら

れ
た
手
当
と
し
て
、
そ
の
勅
書
と
彼
の
受
領
書
と
を
突
き
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
間
違
い
な
く
、
四
〇
リ
ー
ヴ
ル
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、

目
当
は
宮
内
府
規
定
令
に
準
じ
て
各
人
に
支
払
わ
れ
た
と
理
解
さ

れ
る
。
す
る
と
、
延
べ
人
数
が
当
初
の
見
込
み
（
あ
る
い
は
制

限
）
よ
り
も
大
幅
に
増
加
し
た
こ
と
が
支
出
増
を
招
い
た
第
一
の

原
因
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
規
定
令
の
目
的
は
達
成

さ
れ
た
と
も
、
そ
う
で
な
い
と
も
言
え
る
。
仮
に
「
登
録
員
数
」
．

の
削
滅
な
い
し
制
限
に
成
功
し
た
と
し
て
も
、
仕
事
量
全
体
が
同

程
度
か
、
も
し
く
は
増
加
し
て
い
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
を
消
化
し

て
い
く
た
め
に
は
、
一
人
当
た
り
の
仕
事
量
を
増
や
す
以
外
に
方

法
は
な
く
、
結
果
と
し
て
延
べ
人
数
と
日
当
の
絵
支
払
額
に
は
大

き
な
変
化
が
な
い
、
と
い
う
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

一
一
一
－
二
　
宮
内
府
の
位
置
付
け

　
そ
れ
で
は
宮
内
府
の
存
在
は
宮
廷
維
持
の
た
め
の
い
わ
ば
必
要

悪
で
あ
っ
て
、
肯
定
面
を
全
く
持
た
な
か
づ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
も
は
や
効
率
の
低
い
時
代
遅
れ
の
組
織

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ぱ
、
な
ぜ

規
定
令
は
根
本
的
な
改
変
を
試
み
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
に
対
し
て
一
つ
の
考
え
方
を
提
示
し
て
み
た
い
。

　
そ
の
た
め
、
こ
の
組
織
の
周
辺
に
位
置
す
る
地
位
の
低
い
、
従

っ
て
手
当
も
低
い
者
た
ち
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
実
労
働
と
し

て
苛
酷
な
の
は
二
百
数
十
名
に
及
ぶ
人
員
の
日
々
の
食
料
を
調
達

し
調
理
す
る
担
当
と
、
必
要
に
応
じ
て
宮
廷
と
余
所
と
の
連
絡
を

担
当
す
る
者
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
史
料
上
、
比
較
的
容
易
に

勤
務
の
実
態
を
把
握
し
う
る
後
者
を
分
析
し
て
み
た
い
。
規
定
令

制
定
前
後
、
一
四
二
四
年
か
ら
二
七
年
ま
で
を
取
り
上
げ
、
四
半
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期
ご
と
に
区
切
っ
て
通
信
連
絡
を
担
当
し
た
者
た
ち
の
勤
務
記
録

を
整
理
し
て
み
る
。
規
定
令
で
は
騎
馬
通
達
吏
が
交
替
制
で
勤
務

を
行
う
、
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
他
の
部
局
の
よ
う
に
誰
が
ど
の
時

期
を
担
当
す
る
の
か
は
詳
細
に
さ
れ
て
い
な
い
。
が
、
常
時
五
名

で
組
を
作
り
、
う
ち
一
名
は
半
年
、
他
四
名
は
四
ヶ
月
程
度
の
勤

。
務
を
順
に
遂
行
す
る
と
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際

に
帳
簿
の
支
払
記
録
を
調
査
す
る
と
、
規
定
令
の
定
め
る
員
数
の

倍
に
相
当
す
る
十
名
程
度
が
常
時
活
動
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。

他
方
、
頻
繁
に
受
領
記
録
を
残
す
者
と
、
そ
う
で
な
い
者
と
の
個

人
差
は
大
き
い
が
、
一
度
も
記
録
さ
れ
な
い
期
が
確
か
に
存
在
す

る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
休
暇
期
と
理
解
し
て

よ
か
ろ
う
。
た
だ
規
定
令
に
見
え
る
－
①
竃
z
o
9
と
Ω
巨
－
．

一
暮
昌
①
z
彗
↓
昌
の
両
名
が
こ
の
四
年
分
の
帳
簿
の
申
に
ま
っ

た
く
記
録
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
奇
妙
で
あ
る

し
、
逆
に
支
出
記
録
か
ら
作
成
す
る
名
簿
の
中
に
、
規
定
令
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
．

れ
と
確
認
で
き
る
該
当
者
は
一
人
も
い
な
い
。

　
確
か
に
一
四
二
〇
年
代
後
半
の
緊
迫
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、

連
絡
要
員
の
不
足
、
そ
れ
白
体
は
事
実
で
あ
う
た
と
思
わ
れ
る
。

書
記
役
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ガ
ン
言
彗
箒
o
団
邑
は
一
四
二
五
年
十

一
月
二
一
日
付
け
、
リ
ー
ル
会
計
監
査
官
O
q
彗
ω
ま
ω
O
o
昌
冥
窃

叫
＝
昌
①
宛
の
信
書
で
会
計
院
付
き
騎
馬
通
達
吏
を
長
期
問
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
㎎
〕

留
め
た
こ
と
を
陳
謝
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
は
枚
挙
に
い

と
ま
な
く
、
連
絡
員
の
不
足
と
い
う
文
句
が
、
す
べ
て
遅
延
の
口

実
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
実
際
に
連
絡
要
員
の
勤

務
密
度
は
高
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
帳
簿
の
記
載
を
丹
念
に

検
討
す
る
と
、
な
る
ほ
ど
通
信
連
絡
業
務
の
中
核
は
馬
寮
の
騎
馬

通
達
吏
が
担
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
彼
ら
以
外
に
多
彩
な

人
員
が
相
当
数
加
わ
づ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
と
え

ば
、
「
殿
下
の
衛
兵
ω
實
O
q
①
鼻
O
．
胃
ヨ
窪
急
昌
O
易
9
0
q
篶
胃
」
と

い
う
匡
①
目
コ
Φ
o
目
｛
目
－
①
O
與
昌
仁
ω
（
＞
O
Z
ω
‘
－
㊤
ω
ω
一
申
O
－
．
－
ト
o
＜
。
）

や
「
ガ
ン
諮
問
会
の
騎
馬
通
達
吏
9
Φ
く
彗
O
亭
ξ
旨
8
冨
①
昌

叫
O
印
b
α
」
で
あ
っ
た
忘
サ
凹
目
O
仁
｝
O
涼
（
＞
O
Z
ω
．
冨
彗
二
〇
一
－

H
竃
カ
。
）
、
「
警
艦
役
彗
O
巨
胃
」
の
と
彗
2
目
O
⊆
ζ
9
（
＞
U
Z

軍
量
竃
㌧
〇
一
、
冨
ω
く
。
）
。
ま
た
「
（
フ
ラ
ン
ド
ル
・
ア
ル
ト
ワ
領
邦

勘
定
官
）
ゴ
⊥
ア
ィ
ェ
・
プ
ー
ラ
ン
の
補
佐
〇
一
胃
o
忌
O
彗
ま
『

巾
〇
一
ヒ
巴
コ
」
で
あ
っ
た
＞
；
⑦
O
巨
巨
后
奉
ご
葦
（
＞
U
Z
申
呂
雷
一

旦
．
冨
鶉
。
）
、
「
ア
ロ
ス
ト
の
市
収
税
吏
冨
8
く
①
…
急
5
き
一
①

α
．
＞
－
0
9
」
た
る
－
①
巨
印
ユ
く
O
自
O
Φ
『
ω
a
ω
ω
⑦
（
＞
U
2
軍
冨
ω
ω
一

h
O
－
」
8
＜
。
）
、
さ
ら
に
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
と
は
直
接
関
係
し
な
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い
と
思
わ
れ
る
「
ク
ル
ト
レ
イ
（
コ
ル
ト
レ
イ
ク
）
市
の
官
吏

o
－
①
冨
α
①
冨
＜
…
①
α
Φ
O
O
仁
『
旨
與
｝
」
と
い
う
勺
胃
o
プ
①
く
巴
冒
需
．

o
q
巨
①
∋
（
＞
－
U
z
申
冨
竃
㌧
o
－
冨
H
く
。
）
、
「
ア
ラ
ス
の
バ
イ
イ
執

達
吏
ω
艘
σ
q
雪
一
旨
9
…
α
．
ξ
轟
ω
」
で
あ
っ
た
雲
胃
9

o
．
＞
員
｝
（
＞
U
z
申
お
鼻
童
．
H
①
舅
。
）
、
と
い
っ
た
地
方
官
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

ま
で
何
ら
区
別
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
馬
寮
の
騎
馬
通
達
吏
や
下
級
官
吏
に
限
ら
ず
、
都

市
の
飛
脚
や
都
市
役
人
と
い
っ
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
組
織
に
は

直
接
属
さ
ぬ
人
々
ま
で
も
様
々
な
連
絡
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
事
後
的
な
支
払
記
事
や
信
書
の
記
述
に

よ
る
限
り
、
こ
う
し
た
属
性
の
異
な
る
雑
多
な
人
々
の
扱
い
も
対

等
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
通
達
の
種
類
や
内
容
（
機
密
度
、
重
要
度
、

緊
急
度
）
、
宛
先
に
よ
る
担
当
特
化
は
認
め
が
た
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
秘
密
の
書
簡
を
運
ば
せ
る
た
め
、
と
言
う
以
上
は
尚
書

殿
は
詳
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
あ
る
飛
脚
に
イ
ギ
リ
ス
往
復
を

　
　
　
（
3
0
）

託
し
…
…
」
と
い
う
一
節
を
見
る
と
、
尚
書
が
秘
密
の
信
書
を
、

い
わ
ば
外
部
委
託
で
発
送
し
た
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
を
例
外
的

な
こ
と
と
し
て
書
き
と
め
た
と
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
事
実
を
単
に
組
織
の
不
備
、
現
実
対
応
の
鈍
さ
、
と

し
て
一
蹴
し
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
複
数
の
社
会
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
属
す
者
た
ち
が
区
別
な
く
、
単
一
の
盟
主
の
回
り
で
同
様

の
任
を
担
う
と
い
う
開
放
的
な
集
団
構
成
原
理
が
存
在
し
て
い
る

と
理
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
か
。
支
出
削
減
の
み
を

優
先
さ
せ
て
集
団
を
閉
ざ
し
、
組
織
の
老
化
を
防
ぐ
新
陳
代
謝
と

し
て
将
来
へ
の
人
的
投
資
を
怠
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
集
団
の

将
来
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
財
政
削
減
の
閉
鎖
性
と
人
材

登
用
の
開
放
性
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
構
成
原
理
の
併
存
と
拮

抗
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
終
わ
り
に

　
拙
論
の
テ
ー
マ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
中
世
後
期
の
高
位
貴
族

の
行
・
財
政
機
構
の
中
に
宮
内
府
が
占
め
る
位
置
を
詳
細
に
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
や
や
抽
象
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
法
規
と
現

実
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
法
令
は
発
令

時
点
で
の
現
実
を
禁
止
と
い
う
形
式
で
否
定
的
に
表
現
す
る
か
、

規
定
と
い
う
形
式
で
構
想
を
静
態
的
に
表
現
す
る
か
、
い
ず
れ
か

で
あ
り
、
社
団
の
活
動
実
態
を
動
的
に
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
本
来
的
に
饗
宴
的
性
格
を
有
す
る
宮
廷
の
運
営
を
担
う
の
が
宮

内
府
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
支
出
抑
制
は
た
と
え
当
為
と
し
て

は
必
要
で
あ
う
て
も
、
異
質
の
論
拠
に
立
つ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
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う
。
実
際
、
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
公
夫
妻
の
接
待
費
用
は
宮
廷
の
支

出
削
減
が
い
か
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
拙
論
に
お
い
て
考
察
し
た
時
期
に
お
け
る
ブ
ル
ゴ

ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ボ
ン
の
宮
内
府
は
、
定
性
的
に
見

れ
ば
、
つ
ま
り
規
定
令
で
詳
綱
に
さ
れ
た
人
員
構
成
か
ら
み
れ
ば
、

や
は
り
旧
態
依
然
と
し
た
、
ま
さ
に
旧
来
の
役
割
を
遂
行
す
べ
き

集
団
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。
組
織
と
呼
ぶ
に

は
あ
ま
り
に
単
純
で
あ
る
。
筆
頭
は
全
員
常
勤
の
侍
従
顧
問
官
で

あ
る
こ
と
、
書
記
役
に
比
較
的
多
数
の
人
員
が
常
勤
で
指
名
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
と
い
っ
た
事
実
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
あ
る
い
は
行
政

事
務
機
構
の
中
核
へ
の
転
身
を
め
ざ
し
て
い
た
と
推
察
で
き
な
い

で
も
な
い
が
、
そ
の
質
的
転
換
は
明
示
的
な
方
針
と
し
て
打
ち
出

さ
れ
る
に
は
至
う
て
い
な
い
。

　
こ
の
事
実
を
追
認
す
る
の
が
定
量
的
に
現
実
を
記
録
し
た
史
料
、

つ
ま
り
会
計
記
録
、
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
宮

内
府
は
ま
さ
に
「
正
当
な
」
浪
費
の
効
率
的
消
化
機
関
た
る
宮
廷

を
支
え
る
と
い
う
性
格
を
強
く
残
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ぱ
時
代
の
方
向
性
か
ら
見
て
、
宮
内
府

の
存
在
は
ひ
た
す
ら
否
定
的
に
し
か
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
否
で
あ
る
。
集
団
の
人
的
開
放

性
は
新
陳
代
謝
を
必
要
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
組
識
に
と
っ
て
不
可
欠

の
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
き
、
こ
の
集
団
を
支
え
る
構
成
原
理
は
、
も
ち
ろ
ん
か
つ
て

の
封
建
主
従
関
係
の
そ
れ
で
は
な
い
が
、
や
は
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な

志
向
性
に
基
づ
く
、
名
づ
け
る
の
が
困
難
な
結
合
性
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

（
1
）
　
拙
稿
「
ヴ
ァ
ロ
ワ
家
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ル
・
ボ

　
ン
の
財
政
（
1
）
－
一
四
二
〇
年
代
の
収
入
構
造
。
マ
ク
目
的
視

　
点
か
ら
－
」
『
川
村
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第
9
巻
第
－
号

　
（
5
竃
）
君
－
竃
－
事
を
参
照
。

（
2
）
　
「
宮
内
府
」
の
訳
語
は
城
戸
毅
『
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
世
紀
』

　
（
屋
O
O
O
）
O
．
O
。
一
同
『
中
世
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
』
（
畠
震
）
P

　
－
8
他
、
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
論
で
は
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公

　
の
行
政
機
構
の
一
部
を
指
示
す
る
固
有
名
詞
と
し
て
使
用
す
る
際
に

　
こ
の
訳
語
を
使
用
し
、
や
や
一
般
的
に
論
じ
る
場
合
は
「
家
政
機

　
関
」
と
し
た
。

（
3
）
　
拙
論
は
一
九
九
六
年
第
四
六
回
日
本
西
洋
史
学
会
の
巾
世
史
部

　
会
に
お
け
る
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
『
西
洋
史
学
』
冨
N

　
号
（
冨
畠
）
p
s
参
照
）
が
、
典
拠
と
し
た
史
料
を
除
い
て
ほ
ぼ

　
原
形
を
留
め
な
い
ほ
ど
に
審
き
換
え
た
。

（
4
）
　
原
本
は
す
べ
て
散
侠
し
た
が
、
同
時
代
写
本
は
現
存
し
て
い
る
。

　
順
に
＞
U
O
　
（
1
－
＞
『
〇
三
く
①
ω
U
伽
〇
四
『
訂
ヨ
o
目
訂
－
①
ω
α
耐
－
印
O
o
訂
－

955



（86）橋論叢　第122巻 第4号 平成11年（1999年）1d月号

　
α
．
O
『
）
団
．
－
σ
蜆
一
市
o
ω
．
－
カ
。
－
く
。
．
＞
U
Z
（
1
1
＞
冒
巨
く
①
ω
U
Φ
七
け
｛
E

　
z
o
a
）
困
一
〇
〇
〇
蜆
一
z
〇
一
冨
－
雷
一
お
よ
ぴ
＞
o
刃
（
＾
＞
『
〇
三
く
窒
o
凧
目
心
．

　
『
唖
－
o
ω
庄
百
カ
o
｝
唖
仁
目
一
①
匝
①
巾
①
－
o
q
－
〇
一
』
①
）
、
凹
℃
－
①
『
ω
o
．
向
片
凹
↓
匝
①
－
，
＞
巨
・

　
昌
竃
8
曽
↓
o
ω
』
弓
－
男
。
・
こ
れ
ら
の
刊
行
と
注
解
に
つ
い
て
は

　
巾
＞
刃
＞
く
－
O
－
Z
－
老
①
『
目
①
『
一
U
－
①
＝
O
市
O
『
O
目
E
目
O
q
⑫
目
‡
①
『
N
O
①
q
勺
ゴ
ー
－

　
＝
o
o
ω
o
o
ω
〔
｝
巨
一
①
コ
　
く
o
コ
巾
一
」
『
胴
仁
コ
匝
－
．
ぎ
曽
o
｛
s
一
け
　
－
o
　
（
－
⑩
o
0
N
）
一

　
暑
－
冨
〒
－
塞
．
を
参
照
。

（
5
）
　
＞
U
2
軍
一
竃
9
『
〇
一
。
竃
．
発
令
と
同
時
に
総
財
務
勘
定
官
も
交

　
代
し
て
い
る
。

（
6
）
＞
Ω
力
霊
旦
雪
ω
o
．
雲
9
9
箒
一
．
＞
目
9
彗
8
墨
お
よ
び

　
＞
U
Z
ω
．
－
①
o
ω
一
｛
O
m
．
㊤
－
1
①
－
巾
＞
宛
＞
く
－
O
－
2
－
奉
∴
＝
O
↓
O
『
旦
コ
巨
コ
ー

　
①
q
o
コ
＝
①
『
N
o
o
q
勺
ゴ
＝
－
o
o
ω
o
①
ω
（
…
E
一
〇
自
く
o
目
ω
仁
『
o
q
一
」
目
α
自
一
ぎ
ミ
ー

　
o
｛
s
一
↓
一
－
－
（
－
㊤
o
o
ω
）
一
℃
℃
‘
N
蜆
↓
－
ω
o
－
．

（
7
）
＞
U
之
軍
ω
窒
㎝
一
Z
ρ
＝
竈
ω
M
．

（
8
）
＞
U
2
軍
5
o
閉
二
〇
ω
－
畠
－
－
o
．

（
9
）
　
典
拠
は
順
に
一
四
三
八
年
が
＞
U
之
更
崖
o
σ
二
〇
ω
、
昌
㌣
曽
o
。
、

　
　
一
四
四
九
年
が
雲
旨
ω
胃
g
篶
8
o
①
葦
刃
墨
ユ
く
彗
≦
凹
彗
－

　
ま
『
彗
ω
o
ユ
o
5
之
ρ
ξ
、
そ
し
て
一
四
五
八
年
が
＞
U
z
ρ

　
ω
ω
ぎ
一
Z
ρ
＝
ω
蟹
㎝
で
あ
る
。
あ
わ
せ
て
勺
＞
カ
＞
く
－
9
Z
一
婁
∴

　
ω
o
N
－
o
－
o
ω
o
ユ
｛
o
－
一
ゴ
」
目
o
q
‘
目
α
ω
o
N
－
o
－
①
ζ
o
σ
二
饒
岬
↓
凹
H
目
＝
o
｛
o
耐
『

　
＝
宰
N
0
＝
O
q
①
く
O
目
－
昌
①
q
…
P
ぎ
§
ざ
9
0
」
墨
を
参
照
。

（
1
0
）
　
巾
＞
カ
＞
≦
Ω
；
一
ミ
∴
S
．
ミ
’
（
き
ミ
ざ
；
）
ら
1
－
ω
ω
‘
著
者

　
は
ω
O
N
邑
Φ
ω
O
ま
争
ゴ
量
①
O
：
・
…
ぎ
§
ざ
9
0
二
墨
で
も
ほ
ぼ
同

　
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

（
H
）
　
　
＞
－
U
－
6
巾
．
－
①
o
ω
一
h
o
ω
．
o
①
く
。
－
〇
一
カ
。
．

（
1
2
）
　
＞
U
Z
軍
5
8
、
で
確
認
し
つ
つ
、
、
＞
カ
＞
≦
9
；
一
≦
．
の
校

　
訂
版
（
ぎ
§
ざ
；
）
を
使
用
し
た
。

（
1
3
）
　
多
く
は
定
訳
が
な
い
の
で
筆
者
自
身
に
よ
る
試
訳
を
示
し
た
。

　
原
語
は
単
数
形
で
そ
の
直
後
に
記
載
し
た
。
第
一
部
門
、
す
な
わ
ち

　
騎
士
侍
従
顧
問
官
、
侍
従
、
宮
内
次
官
、
の
三
部
局
は
指
名
さ
れ
て

　
　
い
る
人
員
を
す
べ
て
列
挙
し
た
が
、
他
の
部
局
、
他
の
部
門
は
筆
頭

　
格
の
代
表
だ
け
を
挙
げ
、
そ
れ
以
外
は
省
略
し
た
。
紙
幅
の
都
合
で

　
あ
る
。
そ
の
際
、
人
名
は
そ
の
発
音
が
詳
ら
か
で
な
い
の
で
、
あ
え

　
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
ま
ま
と
し
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
直
さ
な

　
か
っ
た
。

（
1
4
）
　
一
月
か
ら
三
月
は
O
巨
＝
雪
』
8
①
o
o
団
o
串
冨
昌
o
巨
一
』
①
す
画
目

　
刃
o
－
＝
凹
『
F
　
句
－
o
ユ
目
一
〇
目
一
　
〇
①
　
団
ユ
コ
一
伺
巨
一
ω
o
｝
o
q
コ
ω
⊆
『
　
」
．
＞
仁
x
一
　
－
o
・

　
＝
o
コ
α
．
冒
』
募
竃
斥
ω
お
よ
ぴ
ω
①
釘
目
①
巨
『
q
①
o
o
凹
く
Φ
自
器
の
六
名
。

　
四
月
か
ら
六
月
が
コ
o
；
①
ま
団
雪
』
鶉
篶
∋
o
鼻
一
－
導
匝
コ
ま
カ
o
亨

　
σ
竺
仰
勺
す
9
号
O
o
匝
o
H
o
『
目
與
コ
戸
』
①
す
匝
目
α
①
O
『
①
O
E
戸
ω
ぐ
①
O
o
ω
ω
①
－

　
〇
三
コ
お
よ
ぴ
忘
＝
彗
ま
9
ξ
の
六
名
。
な
お
雫
箒
ω
彗
葦
－

　
Φ
昌
o
鼻
に
代
っ
て
o
彗
畠
ヲ
箒
訂
≦
o
～
…
ω
が
、
次
い
で
ω
9
①
q
．

　
；
…
ま
力
彗
ま
ヨ
召
伽
が
任
命
さ
れ
た
。
七
月
か
ら
九
月
が
ω
9
o
q
－

　
目
o
自
『
匝
①
］
ピ
ー
＝
①
＞
α
與
＝
一
1
』
凶
o
o
巨
①
ω
α
①
巾
『
－
目
一
①
E
’
』
①
す
φ
目
o
．
＞
く
o
－

　
－
一
』
N
一
旨
す
｝
コ
o
耐
＝
o
∋
耐
こ
Φ
＝
胆
＝
α
o
団
ユ
ヨ
①
一
』
お
よ
び
言
ユ
與
コ
α
．

　
＞
｝
篶
の
六
名
。
後
、
ω
9
o
q
篶
…
忌
巨
寿
＞
s
ヨ
は
』
等
彗
宗

　
－
昌
ξ
に
交
替
。
十
月
か
ら
†
二
月
が
ω
9
目
o
q
o
弓
箒
ζ
雫

　
昌
－
目
①
9
』
唖
o
〇
一
』
①
ω
勺
o
戸
ω
①
－
o
q
目
〇
一
』
『
匝
⑦
ω
一
①
目
プ
E
ω
①
　
（
ω
一
〇
目
o
巨
ω
①
）
一

　
〔
｝
巨
＝
－
凹
＝
コ
一
①
o
①
…
①
＝
一
〇
コ
　
（
一
〕
o
ヨ
o
コ
一
〇
コ
）
’
O
仁
＝
－
與
仁
目
一
①
匝
①
－
與
－

　
巨
目
お
よ
ぴ
、
三
＝
暑
①
旦
目
｝
o
ω
の
六
名
。
勺
す
・
ま
団
o
血
は
ω
く
－
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昌
o
自
ま
9
巨
目
に
交
替
。

（
1
5
）
　
一
月
か
ら
三
月
は
当
初
は
O
彗
己
忌
零
ぎ
2
（
駕
釘
鶉
⊆
『

　
ま
主
目
ヨ
σ
g
8
胃
一
）
を
指
名
し
た
が
、
そ
の
死
亡
（
一
四
二
七
年

　
二
月
二
目
）
に
伴
い
、
代
わ
っ
て
旨
8
烏
忌
旺
≦
o
～
…
p
ω
9
o
q
■

　
完
昌
ま
z
o
冒
昌
一
を
指
名
。
四
月
か
ら
六
月
は
引
き
続
き
旨
o
■

　
○
毒
ま
5
≦
g
三
＝
①
、
七
月
か
ら
九
月
は
－
｝
彗
忌
団
畠
詔
三
、

　
そ
し
て
十
月
か
ら
十
二
月
に
』
｝
彗
ま
o
巨
＝
昌
o
を
指
名
。
翌
年

　
　
一
月
一
日
以
降
は
o
9
＝
昌
旨
o
o
⊆
団
o
尉
の
常
勤
は
そ
の
ま
ま
と

　
し
、
他
三
名
は
各
々
四
ヶ
月
勤
務
と
し
た
。

（
1
6
）
　
こ
の
ω
o
冒
ヨ
①
＝
雲
は
ω
o
昌
邑
竃
の
異
体
、
同
義
と
解
す
る
。

（
1
7
）
　
訳
語
と
し
て
は
「
理
髪
師
」
の
方
が
適
当
か
。

（
㎎
）
　
こ
の
語
の
意
味
不
詳
。

（
1
9
）
　
＞
U
Z
甲
5
o
ω
一
｛
o
－
．
o
①
く
。

（
㎜
）
　
　
｝
o
＝
目
一
　
〔
｝
∴
　
〔
｝
目
｝
　
〔
叩
＝
－
＝
〕
凹
冒
F
　
o
o
目
ω
o
－
＝
①
i
　
片
『
凧
ω
o
ユ
①
『
　
①
↓

①
q
o
毫
o
；
①
膏
・
o
q
雪
冊
邑
ま
↓
昌
藪
一
窃
ヨ
冨
冒
g
ま
雲
二
一
－

　
o
o
①
－
①
｝
o
目
一
b
s
ミ
雨
迂
ミ
軋
雨
－
富
切
o
o
｛
“
“
“
軋
曇
吻
“
o
｝
§
雨
－
』
s
ミ
ぎ
“
o
－
o
・

　
吋
｛
雨
』
雨
O
S
S
軋
一
け
－
O
（
－
〇
一
－
）
℃
－
ω
ω
ω
蜆
一
＞
】
〕
Z
ω
一
－
①
O
ω
一
｛
O
－
．
－
蜆
一
一

（
別
）
　
　
＞
－
U
フ
｝
ω
．
－
0
N
ρ
－
0
M
ω
一
－
㊤
N
㎝
’
－
0
M
メ
ー
0
M
9
－
o
ω
－
一
一
〇
ω
ω
一
－
o
ω
蜆
一

　
－
8
o
o
お
よ
ぴ
＞
お
巨
く
①
ω
O
①
－
．
向
冨
一
ψ
O
O
E
『
旨
巴
一
〇
〇
α
o
メ
ω
曽
．

（
2
2
）
　
ρ
O
巨
9
巨
の
第
9
会
計
。
＞
；
三
く
霧
α
巴
．
票
凹
；
O
昌
一

　
ユ
『
巴
一
〇
〇
〇
①
嵩
ω
M
N
1

（
2
3
）
　
こ
の
帳
簿
で
使
用
さ
れ
る
計
算
貨
幣
は
一
リ
ー
ヴ
ル
を
四
〇
グ

　
　
ロ
零
o
眈
と
す
る
フ
ラ
ン
ド
ル
の
そ
れ
で
あ
り
、
一
四
二
七
年
の
時

　
点
で
フ
ラ
ン
ス
の
巨
く
冨
巾
胃
邑
蜆
と
等
価
。
O
o
…
耳
巴
O
a
巽

　
ω
M
N
｛
o
－
一
↓
く
。

（
別
）
　
O
O
目
『
旨
巴
O
o
μ
①
メ
ω
M
N
｛
o
－
．
－
o
o
カ
。

（
2
5
）
　
筆
者
が
調
べ
た
範
囲
で
は
、
月
初
め
、
月
末
、
な
ど
特
定
の
日

　
　
に
支
払
い
が
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
％
）
　
O
〇
一
』
『
気
巴
O
o
O
①
宍
ω
N
N
H
o
H
ー
ト
ω
宛
。

（
2
7
）
　
こ
れ
は
史
料
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
間
題
を
合
む
と
考
え
ら
れ
る

　
　
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
2
8
）
　
＞
O
Z
申
ミ
①
ω
o
o
．
お
よ
び
穴
＞
Z
＞
ρ
↓
匝
斤
①
∋
二
－
．
O
『
匝
q
匝
三
－

　
閉
き
昌
〇
二
．
彗
『
品
季
冨
目
竃
朴
α
匪
目
窃
ω
品
耐
『
雰
彗
U
；
箒

　
巾
o
＝
『
o
q
o
o
q
目
①
α
o
目
ω
－
⑦
ω
凹
コ
目
o
①
肋
－
卜
M
0
－
完
耐
e
s
軸
軋
s
き
『
、
一
け
．
↓
①

　
（
畠
違
）
君
ー
ミ
㌣
M
箪
参
照
。

（
2
9
）
　
自
営
飛
脚
と
で
も
言
う
べ
き
各
都
市
の
飛
脚
も
帳
簿
に
散
見
さ

　
　
れ
る
。
例
え
ぱ
「
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
市
飛
脚
昌
窃
竃
o
q
一
耐
『
ま
5
く
三
〇

　
〇
①
豆
」
目
斥
①
寿
①
L
で
あ
っ
た
O
辰
く
幸
津
昌
彗
①
（
＞
U
Z
軍
轟
ω
ω
一

　
｛
〇
一
L
雷
カ
。
）
、
「
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
飛
脚
目
霧
竃
鴨
『
宗
q
＆
忌

　
カ
O
幕
『
監
昌
」
O
昌
ま
H
コ
9
『
竃
O
冨
（
＞
U
Z
軍
畠
芦
童
．

　
　
5
ω
宛
。
）
、
「
あ
の
飛
脚
一
①
ヨ
鶉
窒
O
q
訂
こ
と
だ
け
杳
か
れ
た
9
」
①
二

　
　
（
＞
o
z
ω
」
8
ω
二
〇
F
尽
o
。
カ
。
）
や
「
殿
下
の
飛
脚
昌
＄
竃
o
q
討
『
ま

　
昌
昌
昌
房
o
釘
墓
胃
」
と
呼
ぱ
れ
た
O
O
＝
目
　
ζ
①
～
畠
（
＞
U
Z
　
更

　
　
δ
ω
ω
一
｛
〇
一
」
雪
＜
。
）
な
ど
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
O
〇
一
』
『
気
巴
O
O
O
⑦
宍
ω
N
ド
｛
’
o
o
①
カ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
村
学
園
女
子
大
学
助
教
授
）
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